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・安房中央土地改良区には、安房中央ダム

や堰＝頭首工（とうしゅこう）、揚水機場

（用水ポンプ）、ため池等の基幹施設や、水

田に水を送るための幹線用水路、パイプラ

イン等の様々な土地改良施設があります。 

・普段あまり目にすることはないと思いま

すが、農業用水を安定して皆様に届けるた

めに、老朽化した施設の更新・補修工事を       

計画的に実施するとともに、ダム・堰・機場

等の運転管理や、地元の水利組合等による 

 

パイプラインの仕切弁（バルブ）操作をお

こないながら、貴重な農業用水を管理して

います。 

・近年は老朽化したパイプラインの破損等

による突発的漏水が多発しておりますが、

改良区の役員・総代・用排水調整委員会や 

地元の管理組合の方々と一体となって、 

農業振興の要でもある貴重な土地改良施設

の維持・管理に努めています。 

施設 の維持管理 

 

安房中央ダム取水塔底部補修工事 県営かんがい排水事業 

平久里川防潮堰改修工事 維持管理適正化事業 

維持管理（用水ポンプ、漏水対策、日常管理） 
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安房中央土地改良区では、皆様の水田に

農業用水を安定してお届けするために、用

排水管理体制としての「用排水調整委員会」

を設置しています。 

委員会ではダムからの用水配分調整や、

分水地点の取水日程を定めるとともに、水

利組合等との連携を図りながら、通水前の

施設点検、各地域の分水管理、ポンプ運転、

洪水時の堰の上げ下げ管理、漏水確認、水

田の見回り等をおこなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

田に 水を届ける ために

に 

 

委員長 木 曽 雅 弘 館山市安布里

副委員長 吉 田 正 南房総市中

大 幹 線 支部長 尾 形 茂 樹 南房総市宮下

〃 副支部長 山 田 一 洋 南房総市宮下

１ 号 幹 線 支部長 羽 山 榮 館山市正木

〃 副支部長 田 村 修 身 南房総市千代

〃 委　員 森 浅 治 郎 館山市亀ケ原

〃 委　員 磯 邉 薫 館山市正木

〃 委　員 庄 司 正 博 館山市正木

〃 委　員 山 根 秀 人 館山市小原

２号幹線１ 支部長 髙 橋 文 秀 館山市安東

〃 副支部長 北 見 哲 館山市竹原

〃 委　員 小 柴 一 博 館山市竹原

〃 委　員 景 山 康 浩 館山市薗

〃 委　員 秋 山 光 章 館山市大井

〃 委　員 渡 辺 達 雄 館山市稲

２号幹線２ 支部長 安 田 隆 宏 館山市上野原

〃 副支部長 木 曽 雅 弘 館山市安布里

〃 委　員 山 岸 義 男 館山市山本

〃 委　員 原田日登志 館山市国分

〃 委　員 多 田 紀 夫 館山市湊

３ 号 幹 線 支部長 吉 田 正 南房総市中

〃 副支部長 林 吉 雄 館山市広瀬

〃 委　員 神 作 猛 夫 館山市江田

〃 委　員 髙 橋 重 義 南房総市池之内

４ 号 幹 線 支部長 笹 子 弘 南房総市安馬谷

〃 副支部長 鈴 木 文 夫 南房総市加茂

安房中央土地改良区　用排水調整委員名簿
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安房の農業・環境を未来につなぐ 

子どもたちとの「交流活動」 

「２１世紀創造運動」とは、都市化や混住

化により農村環境が変化する中で、地域住

民や関係機関との協力を得ながら、郷土の

財産である田園空間や農業・農法・施設を

守り・伝承するための活動のことで、全国の

改良区で実践されています。 

安房中央土地改良区では「田植え・稲刈り

体験」「田んぼの水をたどる校外学習」や、

全国水土里ネット（全国土地改良事業団体

連合会）主催の「子ども絵画展」（全国から

約 4 千点の応募）等に参加しながら、安房

の豊かな農村環境や農業・農法を次世代に

つなぐための、子ども達との交流活動を毎

年実施しています。 

21世紀創造運動 

未来へつなごう！ ふるさとの水土里子ども絵画展 

南房総市立嶺南小４年生 
・田植え、稲刈り体験 
・田んぼの水をたどる校外学習 
・お米の乾燥調整施設見学 

 

文部科学大臣賞 受賞(R2) 
九重小５年 渡辺凛子さん 
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多面的機能支払い交付金の活用 
 

・農地・農村の持つ「多面的機能」の維持と 

農地や土地改良施設の保全管理のために 

安房中央土地改良区管内では１６の組織 

約６３０ヘクタールで多面的機能支払交 

付金を活用した活動を実施しています。 
 

・活動組織では、施設の点検、水路の泥上 

げ、草刈り、農道・水路の補修、花木の植 

栽、子供たちへの農法伝承等の活動を実 

施していますが、そのうち１４組織（約    

５５０ヘクタール）から事務を一部受託し 

て、活動事務支援や、工事の執行、そして 

各種事務・技術の相談等をおこないなが 

ら地域の環境保全をおこなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

農地・農村の持つ多面的機能を守っています 

活動組織 
 
① 丸山川右岸環境保全組合 南房総市 

② 池中環境保全協議会    〃 

③ 江田農地里の会     館山市 

④ 正木岡里を守る会     〃 

⑤ 竹原環境保全協議会    〃 

⑥ 二子環境保全協議会    〃 

⑦ 安東水と緑の会      〃 

⑧ 大井地区環境保全会    〃 

⑨ 安布里地区資源保存会   〃 

⑩ 亀ヶ原水と緑の会     〃 

⑪ 上野原・国分地区環境保全協議会 〃 

⑫ 薗区環境保全協議会    〃 

⑬ 山本整美の会       〃 

⑭ 広瀬環境保全会      〃 

⑮ 城の里守る会       〃 

⑯ 湊川南岸環境整備の会   〃 

 
●農業・農村は、私たちが生きていくのに必要な
米や野菜などの生産の場としての役割を果た
しています。しかし、それだけではありませ
ん。農村で農業が継続して行われることで、私
たちの生活に色々な『めぐみ』をもたらしてい
ます。 
このめぐみを「農業・農村の多面的機能」と呼
んでいます。 
 

●農地は雨水を一時的に貯留し、洪水や土砂崩
れを防いだり、多様な生きものを育み、また、
美しい農村の風景は、私たちの心を和ませて
くれるなど大きな役割を果たしており、その
めぐみは、農家だけでなく地域の皆さんの財
産でもあります。 
 

●こうした『めぐみ』は、お金で買うことのでき
ないものであり、農業・農村の持つ様々なめぐ
みを思い、支えていくことが必要です。 
 しかし、農村地域の過疎化や混住化等によ
り、これまでの共同活動（農用地、水路、農道、
ため池等の地域資源の保全管理活動）により
支えられていた多面的機能の発揮に支障が生
じています。 
 

●私たちの活動組織は、「多面的機能」を維持・
発揮するために、交付金を活用しながら国・
県・市や各種団体と連携し、次のような地域の
共同活動を実施しています。  



 

 

水土里ﾈｯﾄ 

安房中央 

 

 

 

 
・市や改良区では、地域の農業を守り・育てるために「担い手」と 

「農地を貸したい農家」を「つなげる・まとめる」ための「支援」 

もおこなっています。 

・農地バンクとは、農地を貸し借りする際に、農地所有者と農地を 

必要とする人をつなぐ制度で、その活動組織は農地中間管理機構 

とも呼ばれ、都道府県ごとに 1 つ設置されています。 

・安房中央土地改良区も、知事指定の「千葉県農地中間管理機構（千葉県園芸協会）」 

から業務を受託して、県・市と連携しながら、農地の貸し借りの相談、貸付希望等 

の受付をおこなっていますので、市と同様お気軽にご相談ください。 

農地バンク 農地中間管理事業 


